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○募金方法：募金箱

（役場臨時庁舎１階及び各出張所）

○支援先：八丈島・青ヶ島

○取扱い：お寄せいただいた義援金は三宅村を

通じて全額を八丈島・青ヶ島へ寄附いたします。

○募金期間：令和７年１１月２８日（金）まで

問い合わせ先：三宅村役場 総務課 （５）０９８１


